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「統計品質論」から見た日本の統計－ヨーロッパ統計実践規約を材料に－

伊藤陽一 （日本統計研究所所員 / 経済学部）

はじめに

日本統計研究所の所員の伊藤陽一でございます。本日の統計研究所の大内賞受賞シンポ

ジュームに，日本の統計界－政府統計家と学会－の重鎮や指導的位置にある方々をふくめ

て多数に御参加いただき，心から感謝申し上げる次第です。このような集まりに際して，

統計研究所の側から，折から日本で進められているおよそ 60 年来の大きな統計改革を念

頭において，なんらかの新情報を提供できればと考えました。それで，私がここしばらく

注目している，いわゆる「統計の品質」論をめぐる国際動向の中から，特にここほんの 2-3

年の間の動きとして目立つ，ヨーロッパ連合における「ヨーロッパ統計実践規約」をとり

あげることにしてみました。当初の予定論題は「統計品質論からみた日本の統計」という，

いささか大きく漠然としたものでした。統計品質論について概略をお伝えした上で，特に

ヨーロッパ統計実践規約にしぼって，内容の概略をお伝えし，これに照らして，日本での

『統計制度改革検討委員会報告』と目下国会で審議中の「新統計法案」をいくらか検討し

てみようというものです。

当日は，以下の構成によって，パワーポイントによるプレゼンテーションで配布資料を

参照しながら説明する形をとった。今回の『所報』の特集号へのこの報告の収録にあたっ

て，内容を，論文形式に変え，当日は省略した幾つかの点を補強した。

報告の構成

１ 統計の品質論とヨーロッパ統計実践規約

1.1 統計品質論の概略

(1) 経過 ･･････資料１：p.1

(2) 原則－枠組み ･･････資料２：pp.2-3

(3) 品質対象と品質構成要素 ･･････資料３：p.4

1.2 ヨーロッパ統計実践規約

(1) ヨーロッパ統計実践規約本文 ･･････資料４：pp.5-8

(2) 自己評価と調査票 ････資料５：pp.11-18

(3) 同業者評価－評価点，評価作業日程，評価例 ･･････資料６：pp.19-24

２．日本の現下の統計改革をめぐって

2.1 統計原則と統計基本計画 ･･････資料７：pp.25-26

2.2 今後の統計改革論議と改革に望まれること ⇒ 資料４：pp.5-8 下線，囲い
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１ 統計の品質論とヨーロッパ統計実践規約

１では，まず統計品質論の概略と経過を簡単に紹介して，その中で「ヨーロッパ統計実

践規約」の位置を示し，この実践規約を少々詳しくみることにしたい。

1.1 統計の品質論の概略

統計の品質論については，筆者はこれまで幾つかの機会にとりあげてきている1。この統

計の品質論とは，1960 年代前後までというべきであろうか，過去における「標本誤差＋非

標本誤差」といった統計データの狭い属性だけでなく，特に統計利用者のニーズをクロー

ズアップして，その統計の入手可能性他の属性(品質構成要素あるいは品質基準)を広く問

う論議である。最近の展開をみて，筆者が過去に紹介し論じたある部分については，若干

の補強等が必要とも考える。しかし，ここでは基本的には過去の資料を再掲する形で，経

過，論議の対象，品質評価枠組みと品質構成要素，品質評価と結果の公表，の順に，概略

を説明するにとどめる。

1.1.1 経過 統計品質論の経過に関して表１を示したい。

この論議が盛り上がっている背景として，筆者は 2000 年に（伊藤：2002)以下のように

書いた。

「この論議が盛んになった背景や要因としては次の点があろう。①社会･経済変化－特

にアジアの経済危機－の中での統計データの立ち遅れが，ここ 20 年間ほど継続したこと

への不信の拡大，②The Economist 誌による 1990 年代初頭における各国統計制度の評価

ランキング付け（92/9/7,93/9/11）2のショック，③統計利用者本位という考え方の拡大･

深化，④統計活動をめぐる環境諸条件の変化－予算削減，(生活諸条件の変化に一部起因し

ながらの)統計活動への国民的協力の低下，⑤「政府統計活動の原則」，「統計家の倫理」等

の原則や綱領の 1980 年代後半以降の樹立･確認・重視，⑥政府情報の公開思想の拡大，⑦

評価･点検･格付け思考の拡大，⑧IT 活用の拡大：インターネットの普及，⑨1980 年代後

半からの国際統計界での相互交流の加速・強化－特に，ECE/Eurosat/OECD/UN，世界銀

行グループ間，多国間および 2 国間交流―【全体として西欧先進国主導であり，問題によ

っては注意を要するし，日本からのかかわり方が問われる】・・・・

････統計の品質論議は部分的には常にあった。現在の品質論議に関わってさかのぼって

引用される文献には 1950,60 年代のものもある。①しかし，統計利用者サービス（顧客サ

1 伊藤陽一 1999，伊藤陽一 2000, 伊藤陽一 2005。この他に水野谷(2006ｂ)があり，水野谷

（2006a）とともに統計品質論の文献サーベイをした上での論評である。2006ｂ所収の水野

谷論文がより詳しい。伊藤陽一の上記 3 冊と水野谷 2006a の目次を本報告の最後に付録と

して示した。
2 伊藤陽一 2002，p.124
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ービス），利用者への統計データやその品質情報を公開する思想の拡大は 1980 年代，特に

1990 年代以降のものであり，1990 年代に論議は加速している。②国別には，カナダ，オ

ランダ，オーストラリア，北欧，イギリス，合衆国等が先導しており，これに各国が呼応

している。」

筆者としては，現時点でこれに三点を付記したい。第一は，重要な要因として，1990

年代に環境，人口，貧困撲滅，女性，人権などに関する国連の世界会議（ここには NGO

が参加した）が開かれ，各国が目標をふくめた行動計画に約束・署名をし，その後には国

連の対応する担当機関が進捗状況を絶えず評価するという形が，広がりを持ったことがあ

る。その後の推移を観察していて，特にそういえる。2000 年の IAOS－モントレー会議3は，

人権･こども･開発の諸問題に関する統計へのニーズに国際統計界がどう対応するかが問わ

れ，ISI-IAOS が，世界規模の社会･経済問題に統計の側から真面目で本格的な取組みをは

じめた会議であった。そして 1990 年代の国連諸会議の目標を集約した 2000 年の国連ミレ

ニアム総会－サミットを経て掲げられた 2001 年の「ミレニアム開発目標」4は，数値目標

と進捗状況を統計によって確認しようとして，特に開発途上国における統計の充実－統計

能力の建設：Statistical Capacity Building－を求め，国際比較統計の重要性をアピールし

ている。世界的取り組みには，各国の統計とともに，国際比較が必要になっている点で代

表的なケースであり，特に貧困削減に関して世界銀行による途上国統計の支援･強化の動き

が目立った。

第二に，これらの統計の品質改革に向けての論議と運動では，様々な機関が時期ごとに

リーダシップの一角に現れているように思える。国別ではカナダ，オーストラリアや合衆

国（の一部統計部署）や北欧諸国が先進的であった。1990 年代の後半に Eurostat が独自

に取組みを強化し，さらにヨーロッパ統計システムの下での EU 加盟諸国の連携が，2001

年にはじまる統計品質のヨーロッパ会議を開催し，EU 諸国の統計の充実･強化と新加盟候

補国への条件付け等で速い動きを重ねている。この間，国際機関としての IMF が，次いで

OECD が独自の統計品質ウエブサイトを提示し，IMF は経済統計の一部の充実を後押しし

ている。このうち IMF が統計品質サイトを開設して，これが国際的基準を示すウエブサイ

トの役割を果たした。IMF はその基準・規約を修正･具体化して，その加盟国の大半にお

いて国際収支・金融・物価等の各統計について検討報告書を公表してきている。とはいえ，

国際統計レベルでは Q2004 サテライト会議以降 CCSA(統計活動調整委員会)が全体として

の調整を担当し，地域国際機関・各国統計機関に関しては，やはり Eurostat がその急速

な論議と活動によって先導しており，ここでカナダ他の経験が照合され，経験交流されて

いるという構図のように見うけられる。

第三に，この統計品質論の経過に関しては Q20065の冒頭で Keynote Speech を担当した

3 伊藤陽一 2001a
4 伊藤陽一 2003
5 2001 年以降のヨーロッパでの統計品質会議を，開催年次を付して Q2001，Q2004，Q2006

と呼んでいる。Lars Lyberg の報告は近刊の『統計研究参考資料』の統計品質(5)で訳出･紹

介する予定である。



14

スウェーデン統計局の Lars Lyberg が品質概念の経過を振りかえり，また各国の状況を端

的にまとめている。これについては近い機会に紹介する。

表１ 統計品質論関連年表

年次 品質への取り組み事項 背景 文献（世界・日本）

1970 年代から例えば，合衆国統計では，Integrity その他統計品質の広い次元が個別的には論議さ

れてきた。

1985 ８ ISI 専門家の倫理宣言

1991 The Economist 国別統計制度評価ランキング

1992 ４ ECE 政府統計の原則 国連環境開発会議

1993 11 ESCAP 統計委員会 -基本原則検討

統計専門家 WG：ヨーロッパ原則の国際

的採用を強調

▼The Economist 国別統計制度評価ランキング

▼ 国連世界人権会議

▼９ 合衆国大統領実行令 12862(政府活動の顧客重視)

1994 ４ 国連統計委員会が「政府統計の原

則」を採択

▼国連人口開発会議

▼ 94-95 国際金融危機⇒

IMF での統計重視

Eurostat，統計品質研究

に着手

1995 10 IMF の委員会 2 層の基準の設置

を承認

▼ 国連社会開発サミット

▼ 国連第４回世界女性会

議

Statistics Canada ，

Quality Gudeline,1st

ed.

1996 ３ IMF：SDDS 立ち上げ

1997 12 IMF：GDDS 立ち上げ

1998 9. IAOS ｢統計の品質｣セッション（ア

グアスカリエンティス ,メキシコ）

６．IMF： :Guide to GDDS 予備版作成・配

布 Eurostat: Standard Quality Report

1999 11 PARIS21 設

立

12.伊藤陽一「『統計の品質』をめぐっ

て－翻訳と論文」『統計研究参考資料』

No.61

2000 ▼5 IMF:GDDS ウエブサイト開設

▼カナダ統計家によるスイス連邦統計

制度の Peer Review

▼12.6-8 統計の品質セミナー，IMF/

勧告統計局共催，済州島

▼国連総会・サミット：ミ

レニアム開発目標

▼IAOS:『統計，開発と人

権』

OECD 統計の品質ガイド

ライン

2001 ▼5.14-15 ｢政府統計の品質の関する国際会議｣（Q2001）ストックホルム

▼カナダ統計家によるハンガリー統計制度の Peer Review

▼10.17-19 データ品質の達成に関する会議，オッタワ

2002 ▼ ９．統計活動調整委員会

（CCSA）発足。国際統

計の調整

▼3.IMF:Guide to GDDS

▼ 10SIAP/UNDP ： Regional

Seminar on Statistics for

９．伊藤陽一「『統計の品質』

をめぐって－翻訳と論文

(2)」『統計研究参考資料』
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▼ SDMX タスクチーム設

置

NHDRs

▼第 13 回 ESCAP 統計委員会

No.79

2003 ▼ 10 OECD ： Quality Framework

and Guidelines for OECD Statistical

Activities (Version 2003/1)

▼３．国連統計委員会「政府統計の基

本原則の実施状況」E.CN.3/2004./21

▼UNSD: Hdb of St.Organization

2004 ▼５ .24-26「政府統計における品質と方法に

関するヨーロッパ会議－Q2004」，マインツ，

ドイツ

▼5.27-28「国際機関のデータ品質に関する会

議」（Q2004 サテライト会議）ドイツ，ウイスバ

ーデン

▼９．カナダ統計家によるポルトガル統計制

度の Peer Review

▼OECD 第 1 回統計委員

会

▼ 10 IMF： Guide to

GDDS 更新

▼OECD:World Forum on

Key Indicators

7 ONS-UK ： The

Guideline for

Measuring

Statistical

Quality(Version1.1)

2005 ▼ 2.24 European

Statistics Code of

Practice

▼伊藤陽一「『統計の品質－国際統計機関における統計の品質－

Q2004 サテライト会議を中心に－翻訳と論文(3)』『統計研究参考

資料』No.89

2006 ▼ 4.24-26「調査統計における品質についてのヨ

ーロッパ会議」カーディフ，英国

▼ ヨーロッパ統計システム，Peer Review 進行

▼水野谷「『統計の品質(4)－IMF 品質サイト

と Q2004 を中心に－翻訳と論文』『統計研究

参考資料』No.93

2007 ▼１．同上 Peer Review：INSEE を公

表

５(予定)．伊藤・水野谷「統計の品質(5)-Q2006 とサテ

ライト会議を中心に－翻訳と論文」『統計研究参考資

料』No.96

注 この表は 2005 年に作成した(伊藤 2005)ものに 2006,2007 年の出来事を書き加えた。

1.1.2 統計品質検討のための原則，対象，枠組み，統計品質要素

筆者の理解では，統計の品質論では，統計活動の在り方全体をふくめて，政府統計の原

則が，統計機関や統計家の明白なあるいは暗黙の前提になっていることは確かである。し

かし，統計品質論が展開されはじめた当初は，この政府統計の原則から品質基準等が論じ

られることは比較的薄かったように思われる。しかし，統計品質を判断する数々の基準（統

計品質要素）が多様に論じられ，単にデータの正確性のみでなく，利用者サービスをも品

質要素として語られる中で，これら諸要素をまとめつつ，全体の基礎になる原則として，

改めて(i)政府統計の原則（FPOS: Fundamental Principles of Official Statistics）が出発

点におかれ，(ii)次いで品質評価枠組み（DQAF: Data Quality Assessment Framework）

が整えられ，(iii)品質構成要素がとりあげられる形になってきている。

図１は，国際統計の品質の検討の基準をうちたてようとする試みの中で，政府統計の原

則等を基礎にしようとする考えを示したものである6。

6 Ivo Havinga,Gisele Kamnou,Stefan Schweinfest and Willem de Vries(UNSD)(2004)
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図１ 政府統計原則－枠組み－品質諸要素の関係

(1) 政府統計の原則 この原則は 10 条からなり，1992 年のヨーロッパでの決定を 1994

年に国連が採用した。日本の統計局のウエブサイトのトップページにも掲載されている。

とはいえ，国際統計の品質評価基準をうちたてるために国連統計部を中心にした作業にお

いては，この原則を単に国際的に転換する作業以上の検討があった。それは，政府統計の

基本原則は「必ずしも簡潔ではなく，ありうるべき適切さを持たない」7という理解があっ

たからだという。確かに政府統計の基本原則はあいまい性を残す。統計品質論の展開とと

もに，この政府統計基本原則の何らかの発展形態が要請される。そのひとつが，「国際政府

統計の基本原則」であり，また２でとりあげる「ヨーロッパ統計実践規約」である。

(2) 品質評価対象と評価基準（品質要素）と品質評価枠組み 統計品質論が広がり

はじめた 1990 年代初頭以降，その品質評価の対象は，統計データから統計基準等に，さ

らに統制制度に広がり，多くの統計品質構成要素が多様にまた並列的に語られていた。筆

者は 1999 年に，品質評価対象を図２のようにまとめ，また，品質構成要素に関する論議

においては，要素の並列的列挙になっている点を批判的にとらえながら，品質構成要素を

外的，内的と区分した表２によって一定の整理を試みた。さらに参考のために Q2006 の基

調報告で示された Lars Lyberg の図8も付録１としてかかげておこう。品質問題･概念の多

様な脈絡を示すものである。

7 Ivo Havinga,Gisele Kamnou,Stefan Schweinfest and Willem de Vries(UNSD)(2004)邦訳

伊藤(2005) p.13，p.18

8 Lars Lyberg(2006)

国

国際

政府統計の原

則：FPOS

データ品質

評価枠組

み：DQAF

特定データ配布基準/

一 般 デ ー タ 配 布 基

準：SDDS/GDDS

国際データ配布

基準？：IDDS?

国こ際統計品

質枠組み

QFIS

国際統計原則

宣言：DPIS

国際統計の品

質枠組み

QFIS
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図２ 統計品質論の対象図
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さて，その後の経過の中でそして，これら品質構成要素を何らかの形で配列あるいは区

分した品質評価枠組み，が幾つか提起された。 IMF による「データ品質評価枠組」

(DQAF:Data Quality Assessment Framework)み，Eurostat における枠組み，OECD の

枠組みの他，幾つかの国の枠組みあがる。これら枠組みには，品質基準を配列したに過ぎ

ない Eurostat の枠組みと，品質構成要素に区分をつけたより包括的な IMF の枠組み等が

ある。ここで IMF の DQAF を紹介すると表３のとおりである。

表 3 IMF の DQAF（データ品質評価枠組み：Data Quality Assessment Framework）

品質次元 要素 指標

0.1.1 統計の収集，処理，配布の

責任が明確に規定されている。

0.1 法律的･制度的環境

0.1.2－0.1.4

0.2 資源 0.2.1－0.2.2

0.3 適合性 0.3.1

０

品質の前提条件

0.4 他の品質管理 0.4.1－0.4.3

1.1 専門性 1.1.1－1.1.3

1.2 透明性 1.2.1－1.2.4

１ 高潔性の確保

1.3 倫理的基準 1.3.1

2.1 概念と定義 2.1.1

2.2 範囲 2.2.1

2.3 分類 /部門化 2.3.1

２．方法論的堅実性

2.4 記録づくり基礎 2.4.1－2.4.3

3.1 源泉データ 3.1.1－3.1.3

3.2 源泉データの評価 3.2.1

3.3 統計技法 3.3.1－3.3.2

3.4 中間データと統計生産物の

検証

3.4.1－3.4.3

３．正確性と信頼性

3.5 改訂の研究 3.5.1

4.1 周期性と適時性 4.1.1－4.1.2

4.2 一貫性 4.2.1－4.2.3

４ 利便性

4.3 改訂政策と実践 4.3.1-4.3.3

5.1 データのアクセス可能性 5.1.1－5.1.5

5.2 メタデータのアクセス可能

性

5.2.1－5.2.2

５．アクセス可能性

5.3 利用者の支援 5.3.1－5.3.2

原出所 IMF の Data Quality Reference Site の Data Quality Assessment Framework

注 この枠組みと指標各各項目をふくむ翻訳は，水野谷(2006)
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これを，国連統計部の Ivo Havinga 他は以下のように叙述している9。「DQAF が，(i)デ

ータの品質の意味と理解を明確にし，(ii)自己評価と外部評価のいずれを通じてであれ，デ

ータ品質の評価と対話に向けて共通の構造と言語を提供したことについては一般的同意が

ある。DQAF に対する対称的な構造を選びながら，QFIS は３つの主な基礎的要素－すなわ

ち，(i) 統計システムの統治，組織的，制度的調整， (ii) 収集，処理，配布という中核的

統計過程，および (iii) 統計生産物の観察可能な特徴－を構成する。さらに，提案された

包括的 QFIS は包括的 DQAF の直列的枠組みを仮定している。この DQAF は，５つの広い

次元とデータ品質評価の最初のレベルでの一連の前提からなる。すなわち，品質の前提(0),

高潔性の保証(1), 方法論的堅実性(methodological soundness)(2), 正確性と信頼性(3), 便

利性（serviceability）(4)，そしてアクセス可能性(5)，である。この前提と各次元は，第三

のレベルでの十分に定義された指標によって測定できる第二のレベルでの構成要素によっ

て記述される。DQAF の包括的枠組みは，これまで特定データ集合向けにさらに応用され

具体化される中で，柔軟性を持つことが証明されている」。

とはいえ，この品質枠組みをもってしても，品質論議の基礎から，品質改善や評価実践

の細部までを包含したものとはいえない。例えば，ここでの指標はまだ抽象的である。政

府統計原則との対応も付け加えておくとよい。これらを十分にふくんだ品質枠組みづくり，

さらに構成要素についても論議の余地があるが，これ以上は立ち入らない。

1.1.3 統計品質の道具だての実践への導入，品質評価結果の公表，統計過程の改善等

統計の基本原則にさかのぼって原点を確かめながら，品質評価枠組みを整え，品質評価

要素ごとに評価を行う，というこれまで述べてきた点はいわば道具立ての紹介であった。

問題は，この品質評価の仕組みによって統計活動の諸領域がどう評価され，評価結果はど

うか，またこれによって各国あるいは国際機関の統計の内容はどう改善されたか，である。

統計品質論の推進委おいて大きな IMF の DQAF は，経済統計を中心としてデータの配

布状況などをもふくむ 12 分野について，国ごとにはとりあげた分野の数（更新版をふく

めて）は違うが，ROSCs(Report on the Observance of Standards and Code)を精力的に

発行してきた。これは 2007 年 3 月の時点では，120 カ国にわたっている。日本について

は 9 報告が出ている。IMF のこの評価報告書も世界的に大きな影響を与えてきた。

カナダ統計局による 2000 年のスイス連邦統計制度，2001 年のハンガリー統計制度，

2004 年のポルトガル統計制度の同業者評価の公表も大きなインパクトを統計品質にとり

くむ国際統計界に与えた。これらが，2 で見るヨーロッパ統計実践規約のもとでの自己評

価あるいは同業者評価の手続きの具体化と実践に影響を与えていることは確かだろう。

その他の幾つかの動向については，筆者によるこれまでの論文においてとりあげている

ので，たちいらない。

9Ivo Havinga, Gisele Kamnou, Stefan Schweinfestan dWillem de Vries (UNSD) (2004) 邦訳

伊藤(2005) p.13
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1.2 ヨーロッパ統計実践規約－新たな展開

1.1 で概略を示した統計品質論議と実践の経過の中で，ヨーロッパ統計システムに関わ

って「ヨーロッパ統計実践規約」(Europan Statistics Code of Practice)10が，ヨーロッパ

評議会で 2005 年 2 月に採択された。これは統計品質論議を一段と進めた新しい展開と見

てよいと考える。それは，上記の従来の統計品質論議をふまえて枠組みや評価要素を整理

し，評価を実際に進める操作性を織り込み，統計品質の評価が実際に精力的に進められて

いるからである。これを紹介し若干の特徴づけをし，後に日本の現状を論じる手段とした

い。

1.2.1 ヨーロッパ統計実践規約そのもの

まずは，この規約そのものの全文は付録２に示した。この規約の概略と特徴をみておく。

(1) 概略

① 前文の後に，15 条の原則からなっている。政府統計の基本原則が 10 個だったのに対

して，より詳細化した。この 15 条が，制度的環境，統計過程，統計生産物という三大

項目に区分されている。対応は以下のとおりである。

制度的環境 原則１：専門的独立性，原則２：データ収集の義務，原則３：十分な資源，

原則４：品質公約，原則５：統計的秘匿性，原則６：公平性と客観性，

統計的過程 原則７：堅実な方法論，原則８：適切な統計手続き，原則９：過重でない

回答者負担，原則 10：費用効率性

統計生産物 原則 11：適合性，原則 12：正確性と信頼性，原則 13：適時性と時間厳守

性，原則 14：適時性と時間厳守性，原則 15：整合性と比較可能性

② 15 原則の各々について，より具体化した指標が与えられている。これは，優良な実践

の指標(Indicators of Good Practice)を使って，定期的に，実施状態を検討することをめ

ざした。

③ 目的

「この実践規約は二重の目的をもつ。すなわち，

－国家統計局とEurostatの両方の独立性，高潔性，説明責任，及びそれらが作成・配布

する統計の信用(credibility)と品質，への信頼と確信を改善すること(外部的重点)。

－ヨーロッパ統計のすべての生産者による最善の国際統計原則，方法および実践の適用

を促進して，統計の品質を向上させること（内部的重点）」

④ 実施の狙い

「この規約は以下の実施のために提出されている：

管理機関（すなわち，政府，省庁，委員会，協議会）に対して。その統計活動が，独

立性，高潔性，説明責任を保証する形で，信頼できるヨーロッパ統計を生産するた

めに，専門的に組織し，資源を付与することを確保するためのガイドラインを提供

10 Martina Hahn(2006) が Q2006 に続く国際機関のデータ品質会議で概略の報告をしている。
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するため；

－統計機関とその職員に対して。高い品質の，調整されたヨーロッパ統計を生産し，配

布する際の助けとなる統計諸原則，価値及び最善の実践についてのベンチマークを提

供するため。

この規約は以下に対する情報のために提出されている：

―利用者に対して。ヨーロッパ統計と各国統計機関は偏りを持たず，生産･配布される

統計は信頼に値し(trustworthy)，客観的で信頼できる(reliable)ことを示すため；

－データ提供者に対して，彼らが提供する情報の秘匿性は守られ，彼らに対して過大な

要求を課しはしないことを示すため。」

(2) 特徴－他の枠組みとの比較において－

Eurostatは，この規約の制定に向けては，多面的な検討をしており，国連の統計基本

原則，国連国際統計活動の原理，LEGの勧告，IMFのDQAFとを比較･検討した文書も出さ

れている11。諸文書に指摘されている事項は必ずしもすべては取り上げられず，また大項

目ではなく指標に組み込まれ，また分野区分を移されるなどの変化がある。例えば，本稿

の1.1で紹介したIMFのSNA向けDQAFとの比較に注目してみると，DQRFにあった高潔性

の保証における，「統計の収集・処理・配布の委託事項と条件を公衆が入手できる(1.2.1－

以下の番号はIMFの細項目番号)」，及び「スタッフの行動のためのガイドラインが存在し，

スタッフが良く知っている(1.3.1)」，方法的堅実性において，IMＦはSNAに特化している

からであるが，「市場価格はフローとストックを評価するために使用される(2.4.1)」，「記録

は時下ベースで行われる（2.4.2）」，利便性における「周期性は配布基準に従う(4.1.1)」や

「訂正の研究と分析は公表される(4.3.3.)」，アクセス可能性における「詳細さのレベルは

意図した聴衆のニーズに対応SASERU(5.2.2)」と「各主題分野の連絡先が公表されている

(5.3.1)」は含められなかった。

他方で，IMFのSNAのDQAFには無いもので実践規約にもりこまれたものがある。原則

２の「収集義務」，「行政記録を統計目的に使うことの法的参照」（指標2.2－これは実践規

約の指標番号。以下同じ），原則３の十分な資源の中の，「費用と優先度設定に対して必要

性を評価し正当化する手続きの存在(指標3.3.3.4)」が独自に挿入されている。原則７の堅

実な方法に関して，実践規約の原則は統計的概念と編集実践:の両方をふくめているが，

IMFの方は，概念を｢方法論的堅実性｣(次元２)に，出所データ，編集実践（統計技法）お

よび評価を「正確性と信頼性：」（次元３）に区分している。著者は｢手続き｣は評価されず，

「手続き」の結果が評価されているからだととらえている。更に原則９の回答者への過重

な負担，「データ報告を促進するための電子的手段の利用への言及」，原則12の定時性と時

間厳守性の「予備的データを使用することを勧告(指標13.5)」も新たであるという。

IMFとの比較だけであるが，実践規約が正当であると直ちに言えるかどうか。これら品

質水準の向上の度合いを背景にして，何を大項目に提出して強調すべきかの検討も必要に

なってくる。

11 Eurostat (2005b),（2006b） , (2006c), Daniel Defays and Lucie Laliberte(2006)
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これら諸点は日本においてこういった品質枠組みを用意する上で，検討すべき興味ある

事項であるが，これ以上たち入らず，これら実践規約が，実際の評価として展開している

点に注目する。

1.2.2 評価の方法と実際の評価

筆者がこの実践規約に注目したのは，品質要件をヨーロッパ統計システム傘下の各国統

計に要求するにとどまらず，各国が実際にこれを遵守しているのかについて自己評価と同

業者評価を実施するところまで進んでいるからであった。実践規約が持つ各原則について

指標を付していたのも，実際の評価･審査に進むという実践的狙いを持ってのことであった。

この指標とその具体化の中で，各統計機関が求められている点も明確になってくるからで

ある。以下，自己評価と同業者評価について，評価方法と評価結果を中心にみておこう。

(1) 自己評価とその方法及び結果

＜自己評価の方法＞ 2005 年に実践規約を採択した後に，ヨーロッパ委員会は，規約の実

施の第一年に，最初の自己評価報告を作成することを声明し，統計プログラム委員会のタ

スクフォースが 2005 年 5 月 25 日に設置されて，自己評価のための共通枠組みを作成する

こととなり，原則と指標を共通の調査票に具体化した。これは規約についての共同の読み，

自己評価結果の一層の処理，そして規約の実施を監視する同業者評価への準備になるもの

とみなされた。調査票12は，規約の指標について，さらに質問項目として詳細化し，自由

記入欄も一部に含んでいる。調査票の冒頭の解説部分と 75 ページにわたる質問部分の一

部を示した例を付録３として収録した。

＜自己評価の結果＞ この調査票に基づいて 2005 年 10-12 月に，各国統計局と Eurostat

の自己評価が行われた。Eurostat の自己評価は，その国の特殊性にそくした形で，調査票

を超えて行われた。自己評価結果全体の結果は，2006 年 4 月 24 日の 7 ページの文書に簡

単にまとめられ13，その後，2006 年 5 月 19 日に Eurostat による 25 ページの評価報告書

として公表された14。

報告書の要約部分を抜粋してみる。

「自己評価の予備的分析は ESS が実践規約の次の原則が及ぶ領域において強い側面を

持つことを示している。

・原則１専門的独立性（現実のより完全な評価を必要とする諸問題に関しては幾つかの保

留をもって）

・原則２ データ収集義務

･ 原則５ 統計的秘匿性

･ 原則６ 公平性と客観性

･ 原則７ 堅実な方法

12 Eurostat（2005a）
13 Eurostat(2006a)
14 Eurostat(2006d)
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･ 部分的に原則 13 適時性と時間厳守性（配布実践と手続きに関する限りである。しかし，

幾つかの領域のデータの定時性に関しての留保はあり，これについてはより多くの

情報と分析が必要である）

大半の統計機関が，これらの領域で高い基準を報告しているが，改善は明確に可能であ

り，必要である。しかし，それらは，ESS 全体にわたってではなく，ひとつの統計機関

にそして/あるいは特定の問題や統計分野に向けられるべきである。

規約の完全な遵守についてより大規模な行動が必要な領域には，原則４品質公約，と

原則８ 適切な統計手続き，の一部と，原則 12 正確性と信頼性，がある。」（p.3）

ここに示した要約はごく簡単である。予備的まとめは，制度的環境，統計過程，そして

統計生産物の三分野に関して，長所と短所を列挙しており，本報告の本文は整理した形で

詳細である。個々では，以上の紹介にとどめるが，全体にわたってより詳細に検討してみ

る必要がある。

(2)同業者評価(Peer Review)15，その方法と結果

国家統計機関および Eurostat による自己評価を行うために，ヨーロッパ統計システム

は一連の同業者評価を開始した。

＜狙い＞ 同業者評価者へのガイドは以下のように語っている。「国家統計局の自己評価が

基礎になるが，同業者評価は，この最初の試行からさらに進んで，同業者の見地からの

諸問題を指摘し，必要な場合にはより詳細に立ち入り，国家統計局の状況をその国の脈

絡の下に評価することによって価値をつけ加えることが，期待されている。自己評価で

認定された改善および関連する行動の必要な分野が確認され，より具体的な方向づけを

与えられ，同業者は必要な場合には優先度の付与に貢献する。

同時に，同業者から援助を受けた諸国は，規約の諸原則を遵守する程度や方法に関し

て，ヨーロッパ統計システムの中で自国を位置づけるこの最初のヨーロッパ統計システ

ムの自己評価のより詳細な結果から，利益を受ける。この同業者評価は，このようにし

て，関連するすべての利害関係者がベンチマークを確認し，最善の行為を共有すること

によって利益をうることのできる，知識の移転を刺激することができる。したがって，

同業の評価者と参加する国家統計局は，ヨーロッパ統計システムの注意をひく優良な行

為を強調することを求められている。この結果として，同業者評価は，評価された原則

に焦点をおいた国レベルの報告をもたらす。この報告はまた，ヨーロッパ統計システム

において規約の実施を監視する過程を進めるために用いられている規約のすべての諸

原則をふくむ洗練された一連の改善行為をふくんでいる。同業者評価は，ヨーロッパ統

計システムのレベルで規約の遵守について，規約の遵守におけるすべての共通の困難や

15 Eurostat(2006f) Peer Review に｢同業者評価｣の訳語をあてた。すでに説明した自己評価

は Self-assessment が原語であり，「自己評価」で良かろう。Review には「再調査」，「論評」，

「検査」，「審査」の訳語をあてることができるが，この review の内容は，今日の日本でいう

自己評価―同業者評価－第三者評価に該当するので，「同業者評価」とした。
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格差を認定して，そのより完全な姿に貢献する。これらの問題は統計プログラム委員会

レベルでとりあげられることになる。」

＜評価の範囲＞同業者評価の受け持ち範囲は，原則の 1～６と 15 に限られている。

＜評価･チーム＞チームは，国家統計局からの 2 人と Eurostat からの 1 人による 3 人の

チームから構成される。

＜評価の日程＞これも表４のように３日間にわたり詳細に定められている

＜評価レベル＞は，表５のように，4 段階：すなわち，「完全に満たしている」（Fully met），

「かなり満たしている」（Largely met），「部分的に満たしている」（Partly met），「満

たしていない」（Not met）， からなる。

＜同業者評価の報告書の構成＞これも，表６のように定められている。

＜ガイドブック＞同業の評価者向け（バージョン 1.1：31 ページ）と評価を受ける国家統

計機関向け（バージョン 2.1：18 ページ）がそれぞれ用意されている。目次を付録４に

示しておいた。

表４ 同業者評価の日程
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表５ 同業者評価における評価レベル
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表６ 同業者評価の報告書構成
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＜評価結果＞評価は，2006 年 3 月のチェコ統計局，4 月のオランダ統計局に対する試験的

評価の後，2006 年 10 月に本評価がイタリアをはじめとして取り組まれ，以後，オースト

リア，エストアニア，キプロス，アイルランド，フランスについて行われ結果がウエブサ

イトに公表されている。

2007 年 3 月時点で公表されている各国の評価報告書の要約部分を，付録５に収録し

た。これは，あくまで 20 から 30 ページに及ぶ報告書のあくまで１ページ前後の要約で

ある。最初のチェコとオランダに関しては，なお試験段階の報告書として，評価の手続

きや過程の説明部分が大きかったりしているが，時期がたつにつれて，内容的な指摘も

増えている。とはいえ，要約部分は，厳しい表現は回避されており，本文での指摘にま

で立ち入る必要がある。

さて，以上，ヨーロッパ統計実践規約の実施を促進するための自己評価調査票と評価

の全体，そして同業者評価の諸道具と実際の評価結果をみてきた。一般に自己(点検)評

価は，自己に甘くなる傾向がある。しかし，Eurostat でのこの作業では，実践規約の各

原則の実施に関するチェック事項にあたる指標が添えられており，自己評価調査票では，

これら指標をさらに具体的な質問の形で詳細化して，各国機関がこの調査票を使うこと

になっている。さらに，この調査結果は評価の次の段階の同業者評価員が資料として利

用する。これらをふりかえると自己評価として一方的に自らに甘い評価に陥ることへの

歯止めは，ある程度効いているといえよう。次のステップの同業者評価に関しても，

Eurostat メンバー１名をふくむ３人のチームであること，その日程，会見すべき利害関

係者，評価レベル等々が詳細に規定されている。したがって，評価チームが一面的に評

価を甘く，あるいは辛くすることへの一定の歯止めもあるといえるだろう。問題は，自

己評価結果と調査される統計機関からの提出文書を事前に獲得してのことであるが，３

日間という短期間に深い評価を行いうるかである。ここで利害関係者へのインタビュー

が重要な意味をもとう。この代表者，例えば利用者からの代表者がどの機関からどう選

出されているのか，という問題もあるが，評価結果においてはほどほど少数意見も汲み

上げられている。そして，そもそも EU 内外では国際的統計会議がひんぱんに開かれて

いて，上級職員は顔見知りになっており，さらにお互いの統計事情も一定程度知ってい

ることが，偏った評価を避ける条件になっていると思われる。

さらに，これら自己評価であれ同業者評価であれ，これらが実施されるのは，当該国

家統計制度自体が，統計実践規約をふくめて統計の品質を向上させる気概を持って改善

に取り組む姿勢に立っているかである。ヨーロッパ実践規約は，これらを刺激する上で

大きな道具になっているとみうる。さらに問題の検討を深めるとすれば，この実践規約

の基礎にある原則を十全なものとみるかどうかであろう。しかし、ここではそこまで立

ち入らない。

ヨーロッパの統計システムにおける統計品質の向上をめざすこういった取り組みに

照らして日本の現状をみるために，これらの動向を紹介し部分的にコメントしたのであ

った。
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２ 日本の現下の統計改革に寄せて－ヨーロッパ統計実践規約を材料に－

日本の政府統計に関しては，第二次世界大戦後の「統計制度再建過程｣以来，約 60 年の

間をおいて，現在大きな改革が進行中である。詳細には立ち入らないが，2005 年 9 月に

発足した後，2006 年 3 月の「中間整理」を経ての統計制度改革検討委員会の『統計制度

改革検討委員会報告』（2006 年 6 月 5 日）に基づいて16，統計法の大改訂が目下，国会で

審議中である17。

ほぼ，法案の示す方向で新統計法が成立することが見込まれる状況の現在，国際的な統

計品質論での論議の中から日本としてとるべきものがあるとすれば，この新統計法の基礎

を確認し，不足点を統計法の具体的適用の中で生かしていくことであろう。

2.1 統計制度評価ランキング

まず，余談めいているが，国際的な統計品質論への刺激のひとつとなった英国の雑誌

Economist のランキングをふりかえってみる。1991 年 9 月号での順位は，(i)カナダ，(ii)

オーストラリア，(iii)スウェーデン，(iv)オランダ，(v)フランス，(vi)ドイツ，(vii)合衆国，

(viii)日本，(ix)英国，(x)イタリア，であった。これに応えて英国が幾つかの改善をはかっ

た形跡がある。1993 年 9 月号では，(i)カナダ，(ii)オーストラリア，(iii)オランダ，(iv)フ

ランス，(v)スウェーデン，(vi)英国，(vii)ドイツ，(viii)合衆国，（ix）日本，(x)スイス，(xi)

イタリア，(xii)スペイン，(xiii)ベルギーであった。

このランキングは，この雑誌が依頼した統計専門家の意見を集約したもので，統計家の

間にこの評価は表面的であるとの意見の一致があるとされる代物ではある18。今日流行の

多くの国際的その他のランキングと同じように，各国事情をふまえてはおらず，客観的と

はいえない点が多々ある。とはいえ，これをひとつの刺激にして一国の統計制度を評価す

る基準はどうあるべきかの論議が始まっており，統計品質論と実践規約もそういった刺激

をふくんでのものである。

全く仮の話であるが，統計品質への取り組み等をもふくむより客観的な評価基準によっ

て，2000 年代に入った数年前に改めて行ったとすると，どういうことになるだろうか。日

本は何位になっただろうか。ヨーロッパを中心とする継続的な品質向上の努力があるので，

順位をかなり落としていた可能性がある。

そして日本では現在大きな統計改革が進行中である。この統計制度改革は，もし行われ

たとするなら低位にあったであろう日本の位置を回復する機会でもあり，改革への多くの

契機をふくんでいる。筆者は統計関係者の研究や実践の蓄積を活用し，努力を集中すれば

16 統計制度改革検討委員会(2006)『統計制度改革検討委員会報告』6 月 15 日。関連文献とし

て(2006)｢特集 統計制度改革｣『統計』(日本統計協会)8 月号
17 統計法制度に関する研究会（2006）『統計法制度に関する研究会報告書』6 月 15 日。上

記『統計』に特集号に概要が示されている。総務省(2007)『統計法案関係資料－第百六十六

国会』
18 上記 Economist 記事とランキング，および統計制度評価論議は，伊藤（2002）で紹介した。
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地位を回復し，更に先へ進むことも可能だろうと考える。

2.2 民間開放をめぐって

これも本稿の流れからいささか脱線するかと思うが，統計改革をめぐる論議の中での将

来に向けての筆者の大きな危惧についてはこの際，一言せざるをえない。それは，「統計調

査の民間開放」である19。

制度改革検討委員会報告では「統計調査を受託した民間事業者に関して，秘密の保護，

調査票等の適正管理等に係る統計法制上の規律が適切に適用されるように関係規定を整備

すること」とあり，これは規制改革・民間開放推進の政府方針に基づいてのことだという。

民間業者による公的統計(?)に，国民･世帯・企業は協力するのだろうか。秘密の保護や適

正管理が危惧されるから，関係規定の整備が語られているのは当然である。何故あえて危

惧されることを行うのか。法的規定の強化があっても，この点を補うことはできず，国民

の協力は低下する可能性は高い。協力低下を前提すると，回収率の低い標本調査なり，何

らかの代替的推定に依存することになって，統計の品質の悪化は不可避であろう。そもそ

も統計機関の管理者（上級の担当者）は，豊富な統計実践，国内外の統計学会や会議を長

期的に経験して，統計について高い見識を持っていることがますます必要になってくる。

民間機関にそういった人材の組織的養成を求めうるのか。

諸国の統計機関が，費用効率性をも品質の基準として，統計の品質の向上に集中し，こ

れらが国際的に持ち寄られて統計品質に関わる国際的機運が高まっているときに，日本は，

統計調査という基幹部分を民間に明け渡すのか？ 行政データの使用を委託先民間事業者

に許すのか？ 委託先をどう選択するのか？ 入札は「安かろう，悪かろう」にならない

か？ 談合？ 癒着？ 開放を広げる道をとるとすれば，進行中の統計改革の根本をも崩

しかねず，ランキングがあるとすれば，日本の地位低下をもたらすだろうというのが筆者

の危惧なのである。

2.3 地方統計の強化

これは，パネル･デスカッションの際に菊地進氏が指摘した点である。細々とではある

が，折に触れて地方統計関係機関に接触してきた筆者であるが，統計改革にとって地方統

計の在り方は重要な点だと考えるので一言しておきたい。日本の地方統計組織は，歴史的

に中央統計組織の「下請け機関」として経過してきており ,実態は今もそうだといえるだろ

う。地方統計機関は，調査に当たって調査員とともに調査の現場を担い，住民や地方行政

と統計の活用において接触する場をとりもち，統計に対する国民的な理解を広げる上で戦

略的にも重要な位置にある。これまで一部地方自治体が独自の統計活動をしたり，また優

れた地方統計家も一部には登場した。しかし，全体的に見るなら，地方の統計組織は，市

区は都道府県を，都道府県は中央統計機関とのつながりを，重視し（これは現在の仕組み

からして当然のことだが），行政諸部署や住民に対して開かれているようには見えない。地

19 大友篤(2005)
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方統計データは，一方に中央統計機関が全国統計の中に小地域区分を入れて提供すること

で，かなりが満たされる型（アメリカ合衆国）と 地方統計機関が大きな力を持っている

型（ドイツ。ヨーロッパでは自治都市の歴史を継承して「都市統計家」が活躍しており，

これが ISI-IAOS の SCORUS の中心メンバーになっている）がある。日本は前者に近いと

いえよう。人口減少社会に入って，地域格差が問題視され，これに重なって「地方分権化」

が語られている。ICT の発展と日本の現在の体制，そして統計の特殊性からみて，直ちに

「統計の地方分権」を語るわけにいかないだろう。しかし，地方統計活動の充実の方向を

何らかの形で示さなければ，国の統計の根本が弱体化し，これが統計の品質をおとしめ，

国民の統計への理解を低下させるという悪循環に陥るのではないか，との危惧をいだく。

男女共同参画に関わる担当部署や住民は地方統計に熱い視線を投げかけて研修・学習活動

が広まる気配がある。地方においても政策評価に数値目標が導入され，地方分権の方向の

下で地方の独自性の発揮が求められるという状況は，地方統計の充実が望まれる事態でも

ある。筆者は統計改革の中で地方統計を充実させる問題は重要であると考える。

2.4 統計の基本原則と日本との対比

本論に戻って，日本の現在の統計改革における統計原則のとりあげはどうなのか，制度

検討報告委員会報告と新統計法案でみると，表７のとおりである。

表７ 統計原則の取り上げ

制度改革検討委員会報告

第２の３：基本原則

新統計法案 (参考)ヨーロッパ統計実践規約

１ 中立性の原則。特定の利益や

立場に偏ることなく、客観的

に作成され、公表される

２ 信頼性の原則。現実を可能な

限り忠実に反映させた、利用

者に信頼されるもの

３ 比較可能性の原則。

４ 秘密保護の原則。個々のデー

タ主体に関する秘密の保護

５ 透明性の原則。情報源、作成

方法、公表時期等に関する情

報の明示

６ 適時性の原則。必要な品質を

確保した上で、速やかに公表

第一章 総則

(基本理念)第三条 公的統計は、

1. 体系的に整備されなければなら

ない

2. 適切かつ合理的な方法により、

かつ中立性及び信頼性が確保さ

れる

３ 広く国民が容易に入手し、効果

的に利用できるものとして提

供

４ 秘密保護

(基本計画)第四条

第二章 公的統計の作成

原則１ 専門的独立性(1)

原則２ データ収集のための義

務

原則３ 資源の十分性－統計機

関が利用可能な資源は，ヨーロ

ッパ統計の要請に見合う十分

なものでなければならない

原則４ 品質公約－すべてのヨ

ーロッパ統計システムへの参

加国は，ヨーロッパ統計システ

ムの品質宣言に定められた原

則に従って自ら活動し，協力す

る公約をしている

原則５ 統計的秘匿性(4)

原則６ 公平性(Impartiality)と

客観性
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７ 効率性の原則。品質、適時性、

費用及び報告者負担の観点

から最も適切な情報源･作成

方法

８ 統計への容易なアクセスの

原則。基本情報含めて、利用

者の需要に応じた形で容易

に入手･利用できる

基幹的調査の統計委員会による承
認

(基幹的統計調査の承認)
九条二項
八 調査結果の公表の方法及び期

日
(承認の基準)第十条
１．当該統計の作成目的に照らして

必要かつ十分
２．統計技術的に合理的かつ妥当
３．重複排除

（報告義務）第十四条

第三章 調査票情報等の利用及び
提供

第四章 調査票情報等の保護

原則７ 堅実な方法

原則８ 適切な統計手続き(5)

原則９ 過重でない回答者負担

原則10 費用効率性(7)

原則12 正確性と信頼性（2）

原則13 適時性と時間厳守性(6)

原則14 整合性と比較可能性(3)

原則15 アクセス可能性と明瞭

性(8)

ここでは，(i)制度検討委員会がとりあげた原則は十全なのか，(ii)検討委員会が掲げた原

則が「新統計法」にどう組み込まれたのか，が検討されるべきである。その上で，(iii)国

際的論議における妥当な原則等で新統計法に組み込まれなかったものを，統計法の執行の

具体化や次項でふれる統計の基本計画の中に取り入れることが必要だろう。ここでは，こ

れらは今後の検討事項として，表 7 に，統計品質に関わる国際論議として，既に見てきた

ように最も先に進んでいると思われるヨーロッパ統計実践規約との対比した欄を設けた。

この表に基づいて，またそれら原則の指標にも立ち入って，筆者なりに暫定的に対比し

つつ，コメントを付すと以下のようになる。

A：とりあげられていない原則

① 原則３(資源の十分性)，

② 原則４（品質公約）である。

原則３は従来の国際的な論議の中の原則にはなかったものだと思われる。この数30年間

ほどというべきであろうか，各国統計機関や国際統計機関の多くは，統計へのニーズが拡

大し多様化する中で，さらに統計調査環境が悪化しているにもかかわらず，一方にICTの

性能高度化・普及があることもひとつの口実になって，厳しい予算削減に直面してきた。

資源削減によって，統計の品質への悪影響が危惧されるケースもある。そこで，優れた統

計の提供をふくむ統計活動に十分な資源を必要とすること－もちろん，ニーズとこれに対

応する資源量を評価し，あるいは予算削減の可能性等についても検討･評価する手続きを備

えてのことであるが－を原則にうたいヨーロッパ委員会がこの原則を認めていることは，

重要である。これは統計機関の専門的独立性に基盤を与えて保証することでもあるからで

ある。

原則４，すなわち品質に関する言明は，日本では従来大きく不足していた。自らの生産

する統計の品質に一定の自信を持っていたからし，現に持っているからであろうか。しか

し，国際的論議と実践が現在のレベルにまで至っている中では、品質に関わるガイドライ
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ン等を作成し，統計の品質や背景情報を利用者に分かりやすく明示するべきことは論を待

たない。

Ｂ：新統計法での明文化では不十分な原則・指標，

③原則１（専門的独立性）である。ここでは指標1.1「統計の生産および配布における政治

的その他の外部的介入からの統計機関の独立性が法律に明記されている」，指標1.2「統

計機関の長は，政策機関や行政的公的機関への上級レベルのアクセスを保証する十分に

高い位階的地位を持つ。彼/彼女は最高の専門的能力（calibre）を持つべきである」が弱

い。

④ 原則５（統計的秘匿性）は，これまでの日本では厳重すぎるといわれるほど守られ

てきてマイクロデータの使用の途を閉ざす硬直性を持っていた。その上で，一部の研

究者に対しては利用の途があった。このマイクロデータ使用の途を開く手続きの具体

化と，指標5.1にうたわれている「生産・配布過程での統計的秘匿性の保護についての

指示とガイドラインが用意されている。それらのガイドラインは，文書に詳細に説明

されており，公衆が知るところになっている。」はこれからのことである。

⑤ 原則６(公平性と客観性)は，基本的に確保されていると考えられるが，指標6.７「す

べての利用者が統計の公表に同時に等しくアクセスでき，いかなる外部利用者に対す

る公表前の優先的アクセスも制限され，管理され，公表される。リークが発生したと

きには，公平性を保証するために，事前の告知体制が改定される。」には弱さがある。

⑥ 原則７（堅実な方法）はかなり維持されているが，「指標7.2 スタッフは，最善の

ものから学び，その専門性を改善するために，国際的な適切な訓練課程や会議に出席

し，国際的レベルでの統計の同僚と連絡をとる。」「7.3 方法を改善するために科学界

との協力が組織され，外部的評価が，採用されている方法の品質と有効性を評価し，

実施可能なときには，より優れた道具を奨励している。」は不十分だろう。

⑦ 原則８（適切な統計手続き）はほぼ確保されているが，「指標8.3 調査企画，標本選

択，標本のウエイトは，十分な基礎に立ち，必要なときには，定期的に評価され，

改訂され，更新されている。」はどうであろうか。

⑧ 原則10（費用効率性）での指標「10.1 内部的と，独立した外部的手段が，統計機

関による資源の利用を監視している。」はなお十分といえるか。「指標10.3 積極的

努力によって，行政記録の統計的な潜在的可能性を改善し，費用のかかる直接調査

を避けている」は，今回の統計改革で大きく前進しようとしている点である。

⑨ 原則11(適合性)では，「指標11.1 利用者と協議し，既存の統計が利用者のニーズに

対応する点での適合性と実際的効用を監視し，利用者の新たなニーズと優先度につ

いて助言する過程が整っている。」「指標11.2 優先度のニーズが満たされ，活動プロ

グラムに反映されている。」，「指標11.3 利用者満足度調査が定期的に行われている」

には不足しているだろう。

⑩ 原則12（正確性と信頼性）では，日本はしっかり行ってきているとも受け取りうる

が，指標「12.1 原データ，中間的結果および統計的生産物が評価され，確認され

ている。12.2 標本誤差と非標本誤差が，ヨーロッパ統計システムの品質構成要素
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の枠組みに応じて測定され，体系的に文書化されている。12.3 改訂の研究と分析

が定型的に遂行され，統計過程を通知するために内部的に使用されている」では，

まだ改善の余地があろう。

⑪ 原則15（アクセス可能性と明瞭性）では，「指標15.1 統計は，適切な解釈や意味

のある比較を促進する形で提供されている。｣，「15.3 実行可能な場合には，顧客の

企画した分析が提供され，公表される。」，「15.4 研究目的のためにミクロデータへの

アクセスが許されることがある。このアクセスは厳しいプロトコルに従っている。」，

「15.4 メタデータが標準化されたメタデータシステムにしたがって文書化されてい

る。」，「15.5 利用者は統計的過程の方法とヨーロッパ統計システムの品質基準に関し

て統計的生産物の品質について常に知らされている。」において不十分である。15.5

は，もちろん日本の品質基準に関して，と読んでのことであるが，日本には品質基準

がないことを含めての不十分性である。

Ｃ：これまで維持されていたし、新統計法に持ち込まれている原則

⑫ 原則２（データ収集のための義務原則），

⑬ 原則９（過重でない回答者負担），

⑭ 原則13（適時性と時間厳守性），

⑮ 原則14（整合性と比較可能性） である。

以上は，統計改革の現在の論議と今後の具体化の中でどう扱われることになるか。新統

計法の実施規則等，そして（統計）基本計画の中で具体化されることになると考える。そ

こで基本計画にふれておこう。

2.5 基本計画

(1) 基本計画はどうとらえられているか。制度改革検討委員会報告はその第２の５で以下

のように述べていた。

「(1) 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的

統計の整備に関する基本的な計画（以下この条において「基本計画」という。）を定め

なければならない。

(2)基本計画は、以下に掲げる事項について定めるものとすること。

①計画期間

②~④ 【下記の法案の２の一～三と同じなので略】

(3)制度所管大臣は、第三者機関の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求

めるものとすること。基本の案を作成するに当たって制度所管大臣は、広く国民の意見

を求めるための措置を講ずるものとすること。

(4)基本計画は制度所管大臣がフォローアップ（計画の進捗状況の把握･評価）を行い、そ

の結果を第三者機関に報告するものとすること。また、第三者機関は、制度所管大臣に

対する計画の改定の勧告も含め、当該のフォローアップに対して意見を述べることがで

きるものとすること。」
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(2)これが｢新統計法案｣では以下のものとなった。

｢第四条 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

公的統計の整備に関する基本的な計画（以下この条において「基本計画」という。）を

定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針

ニ 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三 その他公的統計の整備を推進するために必要な事項

３ 基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とその他の

公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。

４ 総務大臣は、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。

５ 総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるも

のとする。

６ 政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施

策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

この場合においては、前二項の規定を準用する。」

すなわち，制度改革検討委報告書の(2)の①で定めるべき項目とされていた①が，法案四

条の独自の第 6 項とされ，法案では，第３項が新設されて，計画において基幹統計とその

他統計を区分すべきことが明記された。

内容的には，(i)基本計画を定めるべき，(ii)基本計画は公的統計の整備に関する基本的な

方針，施策と必要事項を定める，(iii)計画は統計委員会の意見をきく，(iv)また，計画策定

時には，国民の意見を反映させる措置を講ずる，(v)計画は施策効果の評価をも踏まえて五

年ごとに変更する，ことがうたわれ，決定されようとしている。

国民の意見を反映すると法的に規定されているからには，インフォーマルではなくフォ

ーマルな形で，当然公開の論議によってのことになるだろう。このルート･措置が十分に施

され，施策の効果の評価が組み入れられ，五年をめどとして計画が更新されるという方式

は，日本においては新しいものである。

繰り返しになるが，統計法の規定には明確には定められるに至らなかった先に見た統計

の諸原則，特にヨーロッパ統計実践規約の諸原則や指標等で，適切なものを積極的に取り

入れることが今後強く期待される。今後の動向に注目したい。

2.6 その他の新しい動向への注目

日本の統計が大きな改革をとげようとしている中で，国際的な統計の品質論をウオッチ

している者として，ヨーロッパ統計実践規約を紹介し，日本での改革の中で，採るべき点

は考慮すべきことを述べてきた。
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しかし，日本の統計改革は，国内的な諸懸案に対応するだけではなく，また国際的論議

や実践水準（good practice や best practice）をふまえるだけでなく，アジアの統計先

進国として，アジアをふくむ世界の統計の前進に寄与することを展望しながらであるべき

ことはいうまでもない。この見地からいくつかの点への注目があって良い。

(1) 男女共同参画（ジェンダー）統計 この充実をめざし，アジアその他に範を示すこと

がある。この点では，国連統計部(2005)日本統計協会翻訳(2006)『世界の女性-2005－統

計における進展』日本統計協会が，重要である。そのまとめで以下を指摘している。

「(1)国家統計システムの強化。

(2)統計作成のあらゆる側面でのジェンダー主流化：

戦略 5－政府統計の法的枠組み内にジェンダー統計の開発を規定する。

戦略６－ジェンダー統計単位を支援・強化する，

戦略７－統計局と女性団体を含む利害関係者との対話を育成する。

戦略 8－統計作成者に対してジェンダー視点を仕事に組み入れるように訓練する。

戦略 9－現存するデータ出所を使い，ジェンダー統計作成のための有用性を高める。

戦略 10－国別政府統計を国際的な報告システムに必要な構成要素とする。

(3)概念と定義の開発と改良：

戦略 11－国際・地域的な組織・機関，国家統計局，及び学術･研究機関の間の協働の

推進」

日本においては，中央レベルから更に地方自治体の男女共同参画部署で，住民を交えた

参画統計の学習が言っての広がりをみせているし，JICA が関与しての途上国の共同参画

統計研修も継続している。中国での共同参画統計の研修・研究も活発化しており，筆者を

ふくめて交流や研修会講師活動が進行中である。

(2) 地球環境問題に関わる統計 地球環境問題はますます抜き差しならない第一級の緊

急な問題になっている。この問題を政府統計がどうとりあげるかは，単純ではないかも知

れない。しかし，かって「省エネ」で目覚しい成果をあげ，国民の意識も高く，京都議定

書に舞台を提供した日本である。日本と深い関係にあるアメリカ合衆国，中国そしてイン

ドが，紆余曲折をはらみつつこの先を阻んでいるかに見える。個別問題別の調査･分析の他，

経済環境勘定や環境問題の産業連関分析等，研究交流等必要と可能性はあると思われる。

(3) ミレニアム開発目標と社会的諸問題に関する統計 世界が結集して 2000 年の国連総

会とサミットで，「ミレニアム開発宣言」を採択し，2001 年に指標や数値目標が具体的に

挿入された「ミレニアム開発目標」は，国際社会の合言葉になっている20。国際機関・国

際統計機関はウエブサイトのトップページに掲げ，専門機関は，これに対応する担当分野

についてより問題を詳細にとりあげ，統計指標を開発し，進捗度を評価している。ミレニ

アム開発宣言や開発目標自体は，1990 年代の国連を中心とする重要な会議－環境，人口，

人権，女性、貧困等－での課題･目標を集大成したものなので，オリジナルの会議での重要

事項が捨象されていたり，数値目標導入において指標選択等で不十分な点があったりして

20 伊藤陽一(翻訳･論評)（2003）
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いる。とはいえ，地球･世界を考えるときの第一の文書であることに変わりはない。このミ

レニアム開発目標とさかのぼってのあるいは 2000 年代に入っての諸会議での諸テーマ（人

権・こども21・障害者問題・ICT 他）は，統計作成や分析と深く関わっている。

しかし，筆者のみるところ，日本社会における関心は非常に低調である。統計界がこれ

らに敏感になって，国民を啓発すること，外国と連携することが必要である、統計機関で

はどうなのだろうか。今後の統計界におけるこれら諸問題のとりあげにも注目していきた

い。
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〔付録〕

付録１ Lars Lyberg の品質図
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付録２

（07年3月：伊藤仮訳。指標の番号は，自己評価調査票で使われているもの）

ヨーロッパ統計実践規約(European Statistics Code of Practice)

2005年2月24日 統計プログラム委員会によって採択

前文

定義 この文書の目的のために

ヨーロッパ統計（European Statistics）とは，条約285(2)条にしたがって，国家統計

局と共同体の統計機関（Eurostat）によって生産・配布される共同体統計に関する1997

年2月17日の協議会規約（EC）No.322/971に定義される共同体統計を意味する。

ヨーロッパ統計システム（European Statistical System）とは，以下ではESSとする

が，Eurostat，国家統計局，そして加盟各国においてヨーロッパ統計を生産し．配布す

る責任を持つ他の国家統計機関から構成されている共同を意味する。

ヨーロッパ共同体を設立した条約，特に共同体統計に関する1997年2月17日の協議会

規約（EC）No.322/971，および1994年4月14日に国連統計委員会が採択した政府統計の

基本原則にしたがって，この実践規約は二重の目的をもつ。すなわち，

－国家統計局とEurostatの両方の独立性，高潔性，説明責任，及びそれらが作成・配

布する統計の信用(credibility)と品質，への信頼と確信を改善すること(外部的重点)。

－ヨーロッパ統計のすべての生産者による最善の国際統計原則，方法および実践の適

用を促進して，統計の品質を向上させること（内部的重点）。

この規約は以下の実施のために提出されている：

管理機関（すなわち，政府，省庁，委員会，協議会）に対して。その統計活動が，独

立性，高潔性，説明責任を保証する形で，信頼できるヨーロッパ統計を生産するために，

専門的に組織し，資源を付与することを確保するためのガイドラインを提供するため；

－統計機関とその職員に対して。高い品質の，調整されたヨーロッパ統計を生産し，配

布する際の助けとなる統計諸原則，価値及び最善の実践についてのベンチマークを提供

するため。

この規約は以下に対する情報のために提出されている：

―利用者に対して。ヨーロッパ統計と各国統計機関は偏りを持たず，生産･配布される統

計は信頼に値し(trustworthy)，客観的で信頼できる(reliable)ことを示すため；

－データ提供者に対して，彼らが提供する情報の秘匿性は守られ，彼らに対して過大な

要求を課しはしないことを示すため。
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この実践規約は，15の原則からなる。ヨーロッパ連合の管理機関と統計機関は，この

規約に定められた原則を自ら厳守し，－参照として使われる－15原則の各々についての

優良な実践の指標(Indicators of Good Practice)を使って，定期的に，実施状態を検討す

ることを言明する。

1989年6月19日に協議会決定89/382/EECによって設立された統計プログラム委員会

は，この規約の実施を監視する同業者評価を定期的に遂行するものとする。

制度的環境

制度的・組織的要因は，ヨーロッパ統計を生産･配布する統計機関の効率と信頼性に大

きな影響を与える。関連する問題は，専門的独立性，データ収集義務，資源の十分性，

品質約束，統計的秘匿性，公平性および客観性である。

原則１ 専門的独立性―統計機関が他の政策，規制，行政部門や機関から，また民間部

門の取扱者からの専門的独立性は，ヨーロッパ統計の信用を保証する

指標

1.1 統計の生産および配布における政治的その他の外部的介入からの統計機関の独立

性が法律に明記されている

1.2 統計機関の長は，政策機関や行政的公的機関への上級レベルのアクセスを保証する

十分に高い位階的地位を持つ。彼/彼女は最高の専門的能力（calibre）を持つべきであ

る。

1.3 統計機関の長，そして適当な場合には，統計諸部門（statistical bodies）の長は，

ヨーロッパ統計が独立した形で生産され配布されることを保証する責任を持つ。

1.4 統計機関の長，そして適当な場合には，統計諸部門の長は，統計方法，基準，手続

き，統計公表の内容と時期の決定について唯一の責任者である。

1.5 統計活動プログラムが公表され，定期的報告がその進捗状態を叙述している。

1.6 統計の公表は，政治的/政策的声明とは明確に区分されて，別個に発表される。

1.7 統計行政は，適用な場合には，政府統計の批判や誤用をふくめて統計問題に公的に

コメントする。

原則２ データ収集のための義務－統計機関は，ヨーロッパ統計目的のための情報の収

集のための明確な指令(mandate)を持たなければならない。行政，企業，世帯および

一般公衆は，統計機関の要請によって，ヨーロッパ統計目的のためのデータへのアク

セスあるいは配布を許すことを法律によって強制されることがありうる。

指標

2.1 政府統計の生産と配布のための情報の収集の指令が法律に明記されている

2.2 統計機関は行政記録を統計目的に使うことを国家的立法によって許されている。

2.3 法律に基づいて，統計機関は，統計調査への回答を強制することがある。
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原則３ 資源の十分性－統計機関が利用可能な資源は，ヨーロッパ統計の要請に見合う

十分なものでなければならない。

指標

3.1 ヨーロッパ統計のニーズに見合う量と質の両方において，十分なスタッフ，資金お

よびコンピュータ資源が獲得可能である。

3.2 ヨーロッパ統計の範囲，詳細および費用がニーズに対応している。

3.3 新しいヨーロッパ統計に対する需要を，その費用に照らして評価し，正当化する手

続きが存在する。

3.4 すべてのヨーロッパ統計に対する継続的なニーズを評価し，いずれかを停止しある

いは資源を解放するために縮小することができるかを検討する手続きが存在する。

原則４ 品質公約－すべてのヨーロッパ統計システムへの参加国は，ヨーロッパ統計シ

ステムの品質宣言に定められた原則に従って自ら活動し，協力する公約をしている。

指標

4.1 生産物の品質は，ヨーロッパ統計システムの品質構成要素にしたがって定期的に監

視

されている。

4.2 統計の収集，処理，配布の品質を監視する手続きが整えられている。

4.3 品質内部のトレードオフをふくめて品質の検討を扱い，既存のおよび新しい調査の

計画をガイドする手続きが整えられている。

4.3 品質ガイドラインが文書化されており，スタッフは十分訓練されている。これらの

ガイドラインは，文書に詳細に説明されており，公衆が知るところとなっている。

4.4 適当な場合には外部の専門家を使った主要な統計生産物の定期的で全面的な評価

が行われている。

原則５ 統計的秘匿性－データ提供者(世帯，企業，行政その他の回答者)のプライバシ

ー，彼らが提供する情報の秘匿性，統計目的のためだけの使用は，絶対的に保証され

なければならない

指標

5.1 統計的秘匿性は法律によって保証されている。

5.2 統計行政のスタッフは就任に際して，法に定められた秘匿性の誓約に署名する。

5.3 統計的秘匿性のいかなる意識的な不履行に対しても，重い刑罰が課せられる。

5.4 生産・配布過程での統計的秘匿性の保護についての指示とガイドラインが用意され

ている。それらのガイドラインは，文書に詳細に説明されており，公衆が知るとこ

ろになっている。

5.5 統計データベースの安全性と高潔性を保護するための物理的･技術的装置が整えら

れている。
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5.6 研究目的で統計的ミクロデータにアクセスする外部利用者に対しては厳重な議定

書(protocols)が適用される。

原則６ 公平性(Impartiality)と客観性－統計機関は，ヨーロッパ統計を，科学的独立性，

客観的，専門的，かつすべての利用者が同等に扱われる透明な方法で，生産され，配

布されなければならない。

指標

6.1 統計は，統計的配慮によって決定される客観的基準にたって作成される。

6.2 出所と統計的技法の選択は，統計的配慮によって通知される。

6.3 公表された統計において発見された誤差は，最大限速やかに訂正され，公表される。

6.4 統計機関が使用した方法と手続きについての情報については，公衆が入手できる。

6.5 統計の公表日と時刻は事前に告知されている。

6.6 すべての利用者が統計の公表に同時に等しくアクセスでき，いかなる外部利用者に

対する公表前の優先的アクセスも制限され，管理され，公表される。リークが発生

したときには，公平性を保証するために，事前の告知体制が改定される。

6.7 記者会見での統計の公表と声明は，客観的であり，党派的でない。

統計的過程

統計機関が政府統計を組織，収集，処理，配布するために用いる過程において，ヨー

ロッパおよび他の国際的基準，ガイドライン，優良な実践が十分に注目されるべきであ

る。統計の信用は，優良な管理と効率性での名声によって高められる。関連する側面は，

堅実な方法，適切な統計手続き，過重でない回答者負担，および費用効率性である。

原則７ 堅実な方法(Sound Methodology)－堅実な方法は統計の品質を支える。これ

は，十分な道具，手続き及び専門性を必要とする。

指標

7.1 統計機関の全体的な方法論的枠組みは，ヨーロッパと他の国際的基準，ガイドライ

ン，優良な実践にしたがっている。

7.2 統計的概念，定義，分類が統計機関の全体を通じて一貫して適用されていることを

保証する手続きが整えられている。

7.3 ビジネスレジスターと人口調査のフレームは，高い品質を保証するために必要に応

じて定期的に評価され，調整されている。

7.4 国の分類と部門の体系と，対応するヨーロッパのシステムとの間に細部の一致があ

る。

7.5 大学の適切な専攻からの卒業生が採用されている。

7.6 スタッフは，最善のものから学び，その専門性を改善するために，国際的な適切な

訓練課程や会議に出席し，国際的レベルでの統計の同僚と連絡をとる。

7.7 方法を改善するために科学界との協力が組織され，外部的評価が，採用されている



44

方法の品質と有効性を評価し，実施可能なときには，より優れた道具を奨励している。

原則８ 適切な統計手続き－データの収集から確認までに採用されている適切な統計

手続きが，統計の品質を支えなければならない。

指標

8.1 ヨーロッパ統計が行政データに基づいているところでは，行政目的に使われる定義

や概念は，統計目的に要求されるものに良く近似しているものでなければならない。

8.2 統計調査の場合には，調査票は，データの収集に先立って組織的にテストされてい

る。

8.3 調査企画，標本選択，標本のウエイトは，十分な基礎に立ち，必要なときには，定

期的に評価され，改訂され，更新されている。

8.4 フィールド活動，データ入力およびコーディングが定常的に監視されており，必要

なときには改訂される。

8.5 適切なエディティングとインピュテーションのためのコンピュータシステムが使

用されており，定期的に評価されている。

8.6 改訂は，十分に確立された基準と透明な手続きに従っている。

原則９ 過重でない回答者負担－報告負担は，利用者のニーズに釣り合っており，回答

者に過重な負担となってはならない。統計機関は回答者負担を監視し，時とともにそ

れを削減するための目標をたてている。

指標

9.1 ヨーロッパ統計からの要求の範囲と詳細は，絶対的に必要なものに限られている。

9.2 報告負担は，適切なサンプリング技法を通じて調査母集団全体に可能な限り広げら

れている。

9.3 ビジネスから獲得される情報は，可能な限り，その勘定から容易に入手可能であり，

電子的手段が，その回答を容易にすることが可能なところで使用されている。

9.4 最善の推定値や概算は，厳密な詳細が容易には入手できないときに許されている。

9.5 行政的出所は，情報への要求の重複を避けるために可能ときはいつも使用されてい

る。

9.6 統計機関内のデータの共有が，調査の増加を避けるために一般化されている。

原則10 費用効率性－資源は有効に使用されるべきである。

指標

10.1 内部的と，独立した外部的手段が，統計機関による資源の利用を監視している。

10.2 定型的な事務的作業（例えば，データ捕捉，コーディング，確認）は，可能な限

り自動化されている。

10.3 情報とコミュニケーション技術の生産性の潜在的可能性が，データ収集，処理お

よび配布のために最大限に活用されている。

10.4 積極的努力によって，行政記録の統計的な潜在的可能性を改善し，費用のかかる
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直接調査を避けている。

統計生産物

入手できる統計は，利用者のニーズに見合うべきである。統計はヨーロッパ品質基準

に従い，ヨーロッパの機関，政府，研究機関，ビジネスの関心や大衆一般のニーズに役

立つべきである。重要な問題は，統計が適合性をもち，正確で，信頼でき，適時的であ

り，整合的で，地域と諸国を越えて比較可能であり，利用者が容易にアクセス可能であ

るという度合いに関するものである。

原則11 適合性－ヨーロッパ統計は利用者のニーズに対応しなければならない。

指標

11.1 利用者と協議し，既存の統計が利用者のニーズに対応する点での適合性と実際

的効用を監視し，利用者の新たなニーズと優先度について助言する過程が整ってい

る。

11.2 優先度のニーズが満たされ，活動プログラムに反映されている。

11.3 利用者満足度調査が定期的に行われている。

原則12 正確性と信頼性－ヨーロッパ統計は正確かつ信頼できる形で，現実を描くべき

である。

指標

12.1 原データ，中間的結果および統計的生産物が評価され，確認されている。

12.2 標本誤差と非標本誤差が，ヨーロッパ統計システムの品質構成要素の枠組みに応

じて測定され，体系的に文書化されている。

12.3 改訂の研究と分析が定型的に遂行され，統計過程を通知するために内部的に使用

されている。

原則13 適時性と時間厳守性－ヨーロッパ統計は適時的かつ時間厳守的な形で配布さ

れるべきである。

指標

13.1 適時性はヨーロッパおよび国際的な最高の配布基準にそっている。

13.2 ヨーロッパ統計の公表に向けて基準になる日の時間が定められている。

13.3 ヨーロッパ統計の周期は可能な限り利用者の要求を考慮している。

13.4 配布時間の予定からのいかなる乖離も前もって公表され，説明されて，新しい発

表日が定められる。

13.5 受け入れ可能な総合的品質をもつ予備的結果が，有効と考えられるときには配布

されてよい。

原則14 整合性と比較可能性－ヨーロッパ統計は，時間の経過においても内部的に一貫
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しており，地域と国の間で比較可能であるべきである。異なる出所からの関連する

データを結合し，つなぎ合わせた利用が可能であるべきである。

指標

14.1 統計は内的に整合的かつ一貫している（例えば，算術的および計算的同一性が

認められる）。

14.2 統計は合理的な期間にわたって，整合的でありかつ調整されている。

14.3 統計は，異なる調査や出所の範囲，定義，単位および分類に関して，共通の基

準に基づいて作成されている。

14.4 異なる調査や出所からの統計は比較され，調和されている。

14.5 データの国家間の比較可能性が，ヨーロッパ統計システムと他の統計システム

の間の定期的交換を通じて保証されている。方法論的研究が加盟国とEurostatとの

間の緊密な協力の下に遂行されている。

原則15 アクセス可能性と明瞭性－ヨーロッパ統計は，明瞭で理解可能な形で示され，

適切で便利な形で配布され，支援となるメタデータとガイダンスを伴っており，公

平な基準で入手可能でアクセス可能であるべきである。

指標

15.1 統計は，適切な解釈や意味のある比較を促進する形で提供されている。

15.2 配布サービスは，現代的な情報･通信技術を，適切な場合には伝統的なハードコピ

ー

を使う。

15.3 実行可能な場合には，顧客の企画した分析が提供され，公表される。

15.4 研究目的のためにミクロデータへのアクセスが許されることがある。このアクセ

スは厳しいプロトコルに従っている。

15.5 メタデータが標準化されたメタデータシステムにしたがって文書化されている。

利用者は統計的過程の方法とヨーロッパ統計システムの品質基準に関して統計的

生産物の品質について常に知らされている。
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付録３ 自己評価調査票（一部抜粋）
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付録４ 同業者評価ガイド－評価者用と被評価者（国家統計機関）用－目次
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付録５ ヨーロッパ統計実践規約に基づく同業者評価の要約(Executive Summary)部

分の翻訳 【いずれも Eurostat ウエブサイトの quality-Peer review reports by country か

ら取り出すことが出来る】

I チェコ統計局 2006 年３月 29-31 日

2006 年 7 月 5 日

最初の同業者評価(試験)は，2006 年 3 月 29-31 日にチェコ統計局(CzSO)で行われた。

同業者評価の狙いは，CzS0 の自己評価調査票を出発点として利用しながら，ヨーロッパ

統計実践規約の実施を追跡し，同時に，同業者評価をヨーロッパ統計制度全体で開始する

に先立って，その方法論をテストするものであった。

評価チームのメンバーは，Ms.Martia Harn(Unit0-2，Statistical Governance，quality

and evaluation, Eurostat),Mr.Richard Laux (Director,Statistics Policy Division,ONS),

Ｍr.Staffan Wahlstrom (座長:Senior Adviser，Excutive office,Statistics Sweden)であっ

た。

チェコの同業者評価の期間に，評価チームは CzSO の管理者，地方事務所の代表者をふ

くむＣzSO の中間スタッフと会った。チームはまた，チェコ共和国の統計の他の生産者の

代表，利用者と回答者の代表と会った。会合への参加者と機関のリストは付録２を参照。

主な知見とすぐれた実践

チェコ国統計業務法は，チェコの統計機関の専門的/政治的独立性を保証している。CzSO

の局長は生産と配布の事項における独立性を保証されている。局長は内閣の会合に参加で

き，参加している。我々の印象では，国家統計制度における CzSO の調整役割は，－法律

に示されているように政治から独立して－チェコ共和国では現実のものであるということ

であった。しかし，この調整役割は，さらに発展させることができる。

CzSO は，十分発展した統計局である。CzSO は，チェコの同業者評価の間に取り上げ

られたヨーロッパ統計実践規約の原則をかなりの程度遵守している。この遵守は幾つかの

進行中の開発活動があるので，将来一層改善されるだろう。重要な一例として，チェコ共

和国の統計調査システムの再設計プロジェクトは，チェコの統計の品質をあらゆる次元に

おいて改善することを狙った戦略的開発プロジェクトである。このプロジェクトのワーキ

ング・グループのメンバーとプロジェクトの指導者たちは，CzSO の「若手統計家」であ

る。このプロジェクトを通して彼らは，自らの将来の統計活動への関与を形成する戦略的

役割を与えられている。

検討チームはチェコの同業者評価の間に幾つかの観察をした。彼らは，最後の会合で，
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CzSO 局長の Mr.Jan Fischer と会った。Mr.Fischer と討議し，同意した我々の観察と改

善点はこの報告書の第 3 章に示した。改善の活動も付録３にまとめられている。

II オランダ統計局 2006 年 4 月 4-6 日

Jay Byfuglien(Statistics Norway)座長，Daniel Defays(German Statistical office)，

Gunter Kopsch（Eurostat）

要約

これは２つの試験的同業者評価の第二番目のもので，2006 年 4 月 4-6 日にオランダの中

央統計局で行われた。この評価は次の２つの目的を持つ。

－オランダ統計局に対して真の同業者評価として行動し，そうすることによって自己評価

を検証し，（オランダ統計局が提案したことから出発して）改善のための領域を確認す

ること；

－実践規約タスクフォースが企画し，チェコ統計局にける第一の試験期間に練り上げられ

た方法をテストすること。

チームの 3 人－Mr.Jan Byfuglien(ノルウエー統計局)座長，Gunter Kopsch(ドイツ

統計局)および Daniel Defays(Eurostat)－は，この訪問に先立つ 2 週間の（メンバー

間および CBS の窓口担当者との間での）集中的なメイル交換を通じて評価を準備した。

彼らは会合前の 1 週間に評価を仕上げるための電話会談を行った。最初の試験評価から

の簡単な情報が，チェコにおいて何が達成されかについての蓄積をとりあげ，最初の評

価チームの勧告を採用することを可能にした。これによって，原則１～６と 15 の各指

標についての全体的評価に集中し，CBS が提案する一連の改善行動を仕上げることが合

意された。

この訪問は相対的に短い準備時間なので，利用者調査に備える時間はなかった。会合

に参加した人々は，背景と訪問の目的，そして用意された質問についての情報を前もっ

て受け取っていた。外部のパートナーは，自己評価の結果を受け取っていない。

この評価は CBS の管理者の代表者とスタッフおよび中央統計委員会（CCS）の委員

長，他のもう１つの生産者（オランダ中央銀行，これは同時に利用者），および何らか

の利用者とのインタビューとして行われた（付録 A 参照）。

前もって用意され配布された質問は限られた程度でだけ使用された。その代わりの質

問は，状況により適合しており，明確で適切でない問題に時間を使うことを避けるよう

なものが採用された。

チームが採用したアプローチは，最初の試験調評価について同意されたものに近かっ

た：
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－チーム内での作業の分担，各メンバーは原則の一部に責任を持ち，ある特定の質問の

既存の資料の学習によって備える；

－最初の日は，CBS の管理者（局長，CCS 委員長，データ秘匿性の責任者，データ配

布およびマクロ経済統計に責任を持つ監督者，品質管理者）とのインタビュー

－主な利害関係者（財務省，経済問題省，社会問題省，中央計画局，科学界が処理する

保護されたミクロ･データを提出する CBS との仲介者である Dans, オランダ中央銀

行，および何人かの中堅スタッフ）

－チームは，結論を共有し，次のインタビューに備えるために予定された会合外に時間

をすごした：最初の報告原稿は第 2 日に作成された。

主な知見としては：

CBS はオランダで政府統計の主要な部分の責任を持っており，強い独立した基礎をもっ

ていること，特に CBS に別個の法的人格を与えている 2003 年 11 月からのオランダ統

計局法によってそうである。こうして，独立性とデータ収集義務に関連する原則を高い

レベルで遵守している。CBS はまた幾つかの分野で強固な方法論的基礎を持ち，統計的

秘匿性の分野でも非常に高度に遵守している。以上に述べた原則に関しては，CBS は参

照される実践を示していると考えることができる。また評価した他の原則との関連でも

遵守ノレベルは優れていたし，最善の実践からの深刻な乖離は見つからなかった。とは

いえ，改善に向けて勧告はいくつかある。行動のリストが用意されている（付録 B）。

III イタリア統計局（ISTAT） 2006 年 10 月 23-25 日

2006 年 12 月 14 日

Jean-Etienne Chapron(座長 INSEE France)

Antonio Baigorri(Eurostat)，Jan Byfuglien（Statistics Norway），

要約

これは，２つの試験的同業者評価の後の，「正規の」同業者評価であり，2006 年 10 月

22-25 日にイタリアの国家統計局(ISTAT: National Institute of Statistics in Italy)で行わ

れた。

この検討の目的は，ヨーロッパ実践規約の原則 1-６と 15 に ISTAT を遵守している程度

を検討することであった，

同業者評価の間に会合に出席した人には，前もって，背景と訪問の目的，およびガイド

ラインに含まれている標準的質問に関する情報を受け取った。外部のパートナーは，自己

評価の結果を受け取っていない。訪問の後に，ISTAT は同業者評価チームに，この同業者

評価の結果を配布するための行動を既に開始していることを通知した。これは，イタリア

統計制度におけるヨーロッパ統計実践規約の実施に関する ISTAT の計画の一部である。
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この評価は以下との面接として行われた。すなわち，ISTAI の管理者とスタッフの代表

者，統計情報の保護委員会（ CPSI: Commission for the protection of statistical

information）の座長，統計情報の調整委員会（COMSTAT: the Coordination Committee

for Statistical Information）のメンバー，省庁，地域，市，イタリア国有銀行からの代表

者，研究･科学界，および産業企業の専門団体からの代表者，との面接である。（付録 A の

訪問プログラム参照）。残念にも，技術的理由で，メディアの代表者との予定された会合は

中止された。メディアを代表するジャーナリストには，e メイルを使って同業者評価チー

ムから意見を求められた。

主な知見の幾つかは以下の通りである。

○ 専門的独立性，データ収集の義務，秘匿性の保護を許容する堅実な法的枠組み

○ ISTAT だけの資源は相対的に小さいが，これは，高度に分散化した国家統計制度，制

度の単位間の分業という背景を考慮しなければならない。他方で，ISTAT がほとんど

のヨーロッパ統計の生産に完全な責任を持っていることは注意すべきである。

○ 困難で費用のかかる調整，これは品質次元（費用効率性，回答者負担）に幾つかの意

味を持ちうる。

○ 品質統計は強力であるが，より利用者向けのアプローチ，および TQM 政策がなお実

施されるべきである。

○ 一般的に ISTAT は，公平性と客観性との関連では適切な法的枠組みを持っている。主

要な課題は，より体系的な利用者向けであり，国際社会にとってアクセス可能な（英

語）の文書の開発。

○ ISTAT は，広い範囲への配布政策を持っているが，データとメタデータに関連する利

用者の要求により一層見合う改善が必要である。

IV オーストリア 2006 年 11 月 22-24 日

Richard Laux(座長－ONS,UK)，

Hilkka Vihavainen(Statsitics Finland), Martin Harn(Eurostat)

要約

2000 年はオーストラリアの政府統計にとっては，連邦統計法の施行をもって分水嶺の年で

あった。これは，ヨーロッパ統計実践規約の実施に関わって以下のような主要な特徴をも

つ。

・ 国連政府統計基本原則と一致する包括的統計原則を明確に述べ，オーストリア統計

局の総合管理（TQM）アプローチを埋め込んでいる。

・ ガバナンスの整備は，(新しく創設された)オーストリア統計局の専門的独立性と堅実

な事業管理を強化するよう企画された。

・ ヨーロッパの規制－2003 年に成立した法律の修正の結果として，予算を削減できな

い－の実施を含めて，「新しい」仕事について省庁に負担を負わせる条項を伴って（こ
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の時点で開始される統計を行うための）定められた年次予算に基づいて資金を用意

すること。

オーストリア統計局は，ヨーロッパの指導的国家統計局の１つにあるという抱負を反

映して，野心的な機関である。それは，非常に良く管理され，治められているようにみ

える。それは，品質への強く効果的に傾倒しており，仕事のすべての側面に及んでおり，

近年特に効果的になった－2004 年の新しい設備への移動は，現代的，十分な施設を持っ

た組織という印象を強める助けとなった。それは，相対的には若い（そして，ますます

高度な資格を持つ）労働力を有しており，それは十分に訓練され，熱心に見える。調査

回答者の代表者は，データ収集事項に影響を与える機会を持っている。局とその生産物

/サービスは，最近の利用者満足度調査に基づいて，利用者から良く見なされているし，

メディアの批判は最小である。

オーストリア統計局は，（現在の同業者評価で取りあげられている）原則 1-6 と 15 の

指標の大半で「完全に」従っている。他のすべての場合は「かなり」従っている。それ

はまた，事実上，すべての EU の統計規制に従っている。これを基礎にして，それは，

その戦略的抱負を達成する方向で大きく速やかな前進をとげつつある。

オーストリア（連邦）統計制度は高度に集中されている。その国家統計局，オースト

リア統計局は，オーストリア内部で生産されるヨーロッパ統計の大部分に責任を持って

いる。それは，他の連邦統計部署と連携を持つが，それらは現在は十分は発展しておら

ず，あるいは体系的でない。「調整」が連邦統計法では要求されていないことは注目す

べきである。

V キプロス 2006 年 12 月 13-15 日

2007 年２月 19 日

キプロス共和国統計庁（CYSTAT：Statistical Service of the Republic Cyprus) はキ

プロスの統計問題における真の機関である。この地位は 2000 年以来統計法で強く支援

されている。CYSTAT は強く信頼されている。これは，統計の収集，方法と配布におい

て統計制度の独立性を支援する統計法規に基づいて，スタッフの強い倫理に支えられて

いる。CYSTAT の管理とスタッフは，法の意図の実現に成功している。これは，高いレ

ベルの専門的独立性，データ収集の強い義務，統計的秘匿性に対する十分に発展した規

則，を意味する。これはまた，CYSTAT がキプロスの統計制度における強い調整を意味

する。

統計の配布は，CYSTAT のウエブサイト CYPRUS-Statistical Service of Cyprus を経

た現代的方法で行われている。
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CYSTAT は非常に優れた事業の文化を持っている。同業者評価チームは，利用者が提

供される優れたレベルのサービスについて述べている多くの証拠を見出した。

高い回答率は統計の品質にとって不可欠である。CYSTAT が行う調査における回答率

は，例外的に高く，通常 90％以上である。

キプロスは EU 加盟国になって以来，キプロスの統計制度は劇的に発展した。短期間

のそのような変化は，CYSTAT のスタッフにとっては，真の挑戦と非常な仕事量を意味

した。EU 加盟国としての最初の数年には，CYSTAT においては，分析的作業，品質作

業での体系的アプローチ，そして活動の専門化の余地はわずかしかなかった。これらの

見地は，今後の数年においてより高い優先度を与えられるべきである。

スタッフ数のレベルと仕事量のバランスを取り上げられるべきである。幾つかの異な

る方法が試みられるべきである（3 章の原則３）。

同業者評価チームは，キプロス（および他の小さな EU 諸国）は，ヨーロッパ原則の

第一に基づいて，幾つかの EU 規制での統計報告要求について削減を受けることが許さ

れるべきという意見を持った。

VI エストニア 2006 年 11 月 6－8 日

2006 年 12 月 22 日

要約

主な知見（国家統計局の調整役割の評価をふくめて）

(1) 同業者評価チームは，エストニア統計局のパフォーマンスと専門性について非常に

良い印象を持った。これは局が，特に近代的独立国のニーズに対応して自らを再構

成するためにわずか 15 年前に作業を出発させなければならなかったかなり若い機関

であるという点から見ると，大きな達成である。ヨーロッパ統計プログラム，古い

加盟国の統計局が数 10 年間にわたって従事していた課題を，相対的に短期間にわた

って管理しなければならなかった。

(2) 同業者評価は，合意されているとおり，実践規約の一定部分に限られており，エス

トニア統計局の制度的環境と統計情報の配布をとりあげる。しかし，エストニアの

政府統計の利用者とのインタビューと，エストニア統計局が 2006 年 9 月に行った利

用者調査の結果から，規約のすべての原則に及ぶ優良な実践の指標からみて，大き

な前進が非常に速やかになされていることが確認された。しかし，ある利用者は顧

客のニーズを考慮に入れて，顧客により大きな焦点をあてることを見たいとのこと

であった。
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(3) エストニアでは２つの機関，すなわち，エストニア統計局とエストニア銀行だけが，

政府統計を作成している。両機関とも非常に良く協力しあっており，その分業は法

律にうたわれている。

(4) 政府統計法に従いながら，エストニア統計局は，専門的独立性，公平性，客観性お

よび統計的秘匿性の原則の実行を重んじながら，ヨーロッパ統計を生産し配布して

いる。チームは，この法律のいくらかの修正を勧告したい。修正は，特に，エスト

ニア統計局に，統計公表の時点と内容の問題で独立性を与える明白な条項を含める

必要と，局の方法上の独立性とは乖離するように見うる年次計画の採用に関するあ

る条項（すなわち，統計調査を実施する際に収集し，使用するデータのリストの承

認）を削除する必要に向けてのものである。さらに，エストニア統計局長の地位と

役割をめぐっても法的な明瞭性が追求されるべきである。

(5) エストニア統計局は，データ収集義務に関する原則２には完全に従っている。行政

データを使用する権利に関しても強い条項を持っている。しかし，税務データの使

用に関しては，技術的ならびに組織的困難がなお存在する。政府統計が実施される

過程での個人データ保護法の頴 k 等に関する異なった解釈が問題を生んでおり，こ

れは直ちに解決されるべきである。

(6) 現在エストニア統計局が使用できる資源は，ヨーロッパ統計の要求に応えるために

は十分であると考えられる。しかし，エストニア統計局がますます競争的になって

いる労働市場環境の中で，熟練したスタッフを獲得し，維持し続けることができる

ことを保証するためには，追加的資源が要請されるだろう。

(7) 高い質の生産物を保証することは，エストニア統計局の主要な目的の１つである。

それにもかかわらず，品質に向けた体系的枠組みを導入し，そういった枠組みの中

に多くの既存の品質手段を含めることが計画されている。

(8) 一般の利用者は，エストニア統計局が生産している統計情報へのｓクセス可能性と

明瞭性に関しては肯定的意見を持っている。標準化されたメタデータの計画的導入

と電子的配布の一層の発展が，現在の状況を大きく強化するだろう。

(9) エストニア統計局の管理者は，実践規約の遵守を一層改善するための明確な解決策

を表明した。同業者評価チームは，この報告書の第７章で述べられている改善行動

についての野心的なリストを論議し，完全に支持した。

VlI アイルランド 2007 年 1 月 22－24 日

2007 年 3 月 15 日

要約

アイルランドの中央統計局（この報告書では CSO と呼ぶ）は，統計事項に関するそ

の独立性を保証するために，Taoisech(首相)府に付属する別個の局として 1949 年に設置

された。1926 年と 1946 年の統計法は，1994 年まで統計の編集のための法的基礎を提

供した。1993 年の統計法（1993 年 21 号）は，アイルランドの政府統計の作成と配布
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に現代的な法的基礎を提供している。

同業者評価チームが抱いた印象は，CSO は公的行政組織の間では高く尊敬されており，

その統計的ならびに作業的な業績は，国全体で，政府，メディアおよび利用者にとって

認められているように見えるというものであった。

統計法の法的枠組みと CSO によるその実践と手続きについての提示によって，同業

者評価チームは，CSO はヨーロッパ統計実践規約の原則によってガイドされていること

を確信した。CSO は原則 1-6 と 15（現在の同業者評価で評価される原則）の大半の指

標で「完全に」従っている。他の幾つかの場合，特に品質保証の分野で，規約の指標は，

かなり対応している，あるいは部分的に対応している，である。統計生産物の現在の品

質とスタッフの品質は非常に良いであったが，操作手続きの品質保証は，実施の過程に

あるだけである。

統計法は，実践規約の幾多の見地において，基本的資産であると考えられている。さ

らに，ガバナンスの点で，それは， 1986 年依頼活動してきた国家統計委員会

（NSB:National Statistical Board）を設置した。委員会は戦略的な助言機関であり，

CSO に対する幅広い制度的つながりにリンクしている。

アイルランドの統計制度は，中央統計局が大半の政府統計に責任を持っており，高度

に集中化している。現在の CSO の戦略的計画は，NSB の統計 2003－2008 年戦略報告

に導かれている。この戦略は政策立案の基礎になる証拠としての情報とデータ要求に応

じるために，統計への「全システム」アプローチを発展させることに焦点を置いている。

それが強調しているのは，CSO が，すべての公的システムに対して専門的統計事項に基

づくガイドを提供する際に，強力な中心的役を果たす必要である。それはまた，政府統

計を補足する源泉として行政データを一層取り上げることを主張している。CSO はこの

戦略を発展させ調整しつつあり，税務データや，より最近では警察による犯罪登録情報

といった幾つかの領域で，すでに取り決めを行っている。

評価の会合は適切に準備され，我々はすべての関連する人々に会う機会を得た。唯一

のケースであったが，事前に CSO との同意があったにもかかわらず，外部的要因によ

って，回答者の代表は，そのための会合に 1 人だけしか出席しなかった。

VlII フランス 2007 年 1 月 24-26 日

Adrian Redmond(座長：CSO,Ireland)，

Marc Debusschere(Statistics Belgium),Pedro Diaz Murioz(Eurostat)

要約
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同業者評価の目的は， Insee(Institute National de la Statistique et des Etudes

Economiques)が，ヨーロッパ統計実践規約の原則１－６と 15 に従っている度合いを評

価することである。評価チーム－Adrian Redmond(CSO,Ireland)が座長で，Pedro Diaz

Murioz(Eurostat)と Marc Debusschere(Statistics Belgium)からなる－は 2007 年 1 月

24-26 日に Insee を訪問した。インタビューは，Insee とその地方事務所の管理者とスタ

ッフ，省庁の統計部門の長，CNIS(Conseil National de l’Information Statistique)と

その小委員会（利用者，生産者およびデータ提供者を代表する）のメンバー，主要な利

害関係者およびメディアと行われた。

主要な知見は以下のとおりである。

－Insee は統計的問題における法的独立性を持っていないが，実践においては，専門的

独立性は，その文化の強固な部分になっている。しかし，その独立性がメディアにおい

てときどき疑問視されているという事実は，独立性が常に保たれてはいないという理解

がある者にはあることを示している。

－フランスの統計業務においては，データ収集に関して強固な法的基礎を持ち，また行

政データへの優れたアクセスを持っている。

－スタッフの数と質は，統計的要求を満たす上では十分である。財政的資源は，改善の

余地を幾つか残しながらも，十分であり，新しい LOLF(Loi Organique relative aux

Lois de France)法は Insee に幾つかの柔軟性を与えている。

－Insee における品質手続きは，十分に総合化された品質管理システムを使ってはいな

いが，高いレベルにある。最近開発された品質行動計画が目下実施中である。

－統計的秘匿性は，国のある特殊性にもかかわらず，法律によって十分に守られており，

この機関の価値としてしっかりと備わっている。企業と世帯に関して異なる扱いをふ

くむ二重の法的枠組みは，ある複雑さをもたらしている。

－Insee は公平性と客観性に関して優れた基準を持ち，メディアをふくめてインタビュ

ーされた利用者は，Insee とその生産物を客観的で党派的ではないと見なしていた。

－Insee は，多数の広く利用されている配布生産物を有しており，これらは利用者によ

って高い品質を認められている。現在は，ウエブサイト上での一連の文書を増加させ

ることと，サイトのユーザーフレンドリネスを強化する必要がある。

－機能と地理において高度に分散しているにもかかわらず，この統計システム，制度的

にも技術的にも強く調整されている。主な調整役割は，CNIS が果たしており，この

CNIS は広い義務を持っており，また，生産者，利用者および他の利害関係者の間の

対話の場となっている。Insee 自体は，概念，調査，技法，分類を調整する上で重要

な役割を果たしている。それは，省庁の統計部署の活動を調整し，CNIS の秘書とし

て活動し，個人と企業のレジスターを管理し，政府統計のオンラインの窓口を維持し，

フランスの政府統計システムを国際的に代表している。Insee はまた訓練とキャリア

開発の中心的責任を持っている。

－報告書で強調されている優良な実践としては，Insee が管理している十分に開発され

たスタッフの異同システム，構造的事業統計の体系の根本的な再設計であるむ野心的
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な RESANE(REfonte des Statistiques ANnuelles d’Entreprises)プロジェクト，およ

び Insee と諸省庁の統計部署が公表する政府統計へのアクセスを与える便利なウエブ

入口である。

同業者評価チームの勧告を要約すると

・ Insee は，実行可能な限りで速やかに，統計事項での法的独立性を与えられること

・ Insee の統計活動をその行政的活動と分離することの実行可能性が検討されるべき

であること

・ Insee がその品質報告を事業統計の全体的領域に拡大するプロジェクトを終えると

きに，品質報告は，すべての世帯調査に及ぶよう更に拡大されるべきであること

・ 事業と世帯のマイクロデータの扱いが非対称であること，および研究者がマイクロ

データにアクセスする Insee の前提についての安全ナセンターを創設することの実

行可能性とを検討するべきであること

・ 全体的な統計的秘匿性規則と手続きを説明する文書を作成し，Insee のウエブサイト

で d 利用可能とすること

・ 政府機関と新聞への事前発表についての Inseeの政策が Inseeのウエブサイトでもっ

と容易に入手できるようにすること。
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付録 6 日本統計研究所『統計研究参考資料』における「統計の品質」論のとりあげ

－目次の提示
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